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公立小・中学校の統合について(通達)

小
中
学
校

　　期間：平成23年8月から平成28年3月まで(4年8か月)

小
学
校

中
学
校

H25.3

H26.4

◆平成28年4月1日までに、松陵・上野台・三井の3中学校
が統合すべきと考える。

H23.8

小学校廃校(西保)

小中学校の統廃合

◆地域や保護者からの要望がない限り、平成28年3月31日
までは現行のままを基本とする。しかし、平成28年4月1日
以降、小学校の統廃合について検討をする。

　◎策定：昭和31年11月

これまでの経過・基本方針の策定予定

輪 島 市 国(文部科学省)

　◎策定：昭和48年9月

S33

小中学校の学校統合(統合の推進)

◆学校統合の基準
　○学級数
　　・概ね12学級から18学級までを標準とすること。
　○通学距離
　　次の距離を最高限度とすること(徒歩・自転車)。
　　・小学校：4km(中学校：6km)

輪島市学校教育振興基本計画(旧)
　◎策定：平成23年8月

S31.11

S48.9

小中学校の学校統合(無理な学校統合の禁止)

◆学校統合の基準
　○学級数・通学距離(見直しなし)
    ・概ね12学級から18学級までを標準とすること。
  ○通学距離(見直しなし)
　　次の距離を最高限度とすること(徒歩・自転車)。
　　・小学校：4km(中学校：6km)

◆学校統合を検討する場合の留意点
　○学校規模を重視する無理な学校統合を行わないこと。
　○小規模校における教育上の利点を生かし、充実すること。
　○児童生徒の通学の負担に配慮すること。
　○学校が持つ地域的な意義を考慮すること。
　○十分に地域住民の合意を得ること。

学校教育法施行規則(文部科学省令)

　◎策定：昭和31年11月

◆学校統合の基準
　○学級数
　　・概ね12学級から18学級までを標準とすること。
　○通学距離
　　次の距離を最高限度とすること(徒歩・自転車)。
　　・小学校：4km(中学校：6km)

小中学校の学校統合(統合の推進)

公立小・中学校の統合方策について(通達)

3中学校統合(松陵・上野台・三井)
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輪 島 市 国(文部科学省)

小
学
校

　・対象校　：全10校

　・出席者　：児童の保護者

　　　　　　地域住民

　・開催期間：平成28年3月から同年6月まで

H28.4

H28.3
～6

「小学校の今後の在り方に関する意見交換会」の開催

　　期間：平成28年4月から平成33年3月まで(5年)

◆小学校の教育環境の現状について、保護者・地域、教育
委員会とが情報を共有し、意見交換などを行いながら、小
学校の適正規模・適正配置に関し検討を行います。
　また、その検討を進めていくに当たり、必要がある場合
には、学識経験者等を構成員とする教育委員会の諮問機関
の設置など、多様な意見を伺うための方策を講じます。

H27.1

小学校の適正規模・適正配置の検討

輪島市教育大綱・教育振興基本計画(新)
　◎策定：平成28年2月

小
中
学
校

◆学校規模の適正化
　○学級数
　　・概ね12学級から18学級までを標準とすること。

　○学校の統廃合の適否の検討
　　　次の学校は、統廃合の適否を速やかに検討する必要が
　　ある。
　　・小学校：6学級以下(中学校：3学級以下)
　　　特に1学年1学級を維持できない小中学校については、
　　教育上の課題が極めて大きく、統合の適否を速やかに検
　　討する必要がある。

　　[集団の中で切磋琢磨することの重要性]
　　　学校教育においては、児童生徒が集団の中で、多様な
　　考えに触れ、認め合い、協力し合い、切磋琢磨すること
　　を通じて一人一人の資質や能力を伸ばしていくことが重
　　要であり、小中学校では一定集団が確保されていること
　　が望まれる。

　　[社会性育成の機能の重要性]
　　　近年、家庭及び地域社会における子どもの社会性育成
　　機能の低下や少子化の進展が中長期的に継続することが
　　見込まれること等を背景として、学校の小規模化に伴う
　　教育上の諸課題がこれまで以上に顕在化することが懸念
　　されている。

◆学校の適正配置
　○通学距離(徒歩・自転車)
　　次の距離を最高限度とすること。
　　・小学校4km(中学校：6km)

　○通学時間(スクールバスなど交通手段が確保できる場合)
　　・概ね1時間以内

◆学校統合の方針
　○学校規模を重視する無理な学校統合を行わないこと。
　○小規模校の利点を生かし尊重すること。
　○児童生徒の通学の負担に配慮すること。
　○学校の地域的な意義を考慮すること。
　○地域住民の合意を得ること。

◆小規模校を存続させる対応策
　○提案
　　・地理的な事情や地域コミュニティの核として学校を残
　　す選択も尊重される必要があることから、小中一貫教育
　　や、テレビ会議システムを利用した他校との合同授業な
　　どを実施すること。

公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引
～少子化に対応した活力ある学校づくりに向けて～

　◎策定：平成27年1月(60年ぶりの基準改定)

小中学校の適正規模・適正配置等
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輪 島 市 国(文部科学省)

 ○基本方針(素案)の作成
　

　○教育委員会の諮問機関

　○構成委員(20名以内)

　　・保護者代表者、地域代表者(兼学識経験者)

　○教育委員会から「検討委員会」へ次の事項を諮問

　　・小学校の適正規模・適正配置に関する基本方針

　　　(素案)

　○基本方針(素案)について検討

　○「検討委員会」から教育委員会へ検討結果を答申

　○「検討委員会」の答申を踏まえ、基本方針(素案)

　　について審議

　○基本方針(案)の決定

　○構成

　　・市長

　　・教育委員会

　○「検討委員会」の答申を踏まえ、基本方針(案)に

　　ついて協議

H29.2
～3

H28.7
～

H28.1

「輪島市教育委員会」において基本方針(素案)の作成

「輪島市立小学校適正規模等検討委員会」において基
本方針(素案)の検討

H29.3

H29.3

「輪島市教育委員会」において基本方針(素案)の審議

H29.3
「輪島市教育委員会」において基本方針(案)の決定

H29.3

　○基本方針の決定

「輪島市総合教育会議」において基本方針の決定

「輪島市総合教育会議」において基本方針(案)の協議
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